
（雇用型テレワークを活用する皆様へ）

テレワークの適切な導入及び実施の推進

のためのガイドライン

▶令和３年３月25日、テレワークガイドラインを改定しました。

ガイドラインの改定に関する主なポイント

テレワークはウィズコロナ・ポストコロナの「新たな日常」、「新しい生活様式」に対応した働き

方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に活用することのできる働き方として、更なる導

入・定着を図ることが重要。本ガイドラインは、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が

安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、労務管理を中心に、労使双方

にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにしたもの。

別添 ガイドライン（本体） Ｐ11～23

厚生労働省

☑ 労務管理全般に関する記載の追加（人事評価、費用負担、人材育成等）。

☑ 正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から

除外することのないよう留意が必要であることを記載。

☑ 導入に当たっての望ましい取組として書類のペーパーレス化の実施等を記載。

☑ テレワークにおける労働時間の把握について、原則的な方法としてパソコンの使用時間の記録等の客観

的な記録による場合の対応方法や、労働者の自己申告による把握を行う場合の対応方法を記載。

☑ テレワークを行う労働者のワークライフバランスの実現のために、時間外・休日・所定外深夜労働の取扱

いについて記載。

☑ 自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策や作業環境整備等に当たって事業者・労働者が活

用できる分かりやすいチェックリストを作成。

① 在宅勤務

通勤を要しないことから、時間
を柔軟に活用することが可能と
なり、仕事と家庭生活との両
立に資する

② サテライトオフィス勤務

自宅の近くや通勤途中の場所等に設
けられたサテライトオフィスでの勤務は、
通勤時間を短縮しつつ、作業環境の
整った場所で就労可能

③ モバイル勤務

労働者が自由に働く場所を選択で
きる、外勤における移動時間を利用
できる等、働く場所を柔軟にすること
で業務の効率化を図ることが可能

業務を行う場所に応じたテレワークの特徴

 いわゆる「ワーケーション」についても、情報通信技術を利用して仕事を行う場合には、モバイル
勤務、サテライトオフィス勤務の一形態として分類することができる。

テレワークの形態２

趣 旨１
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・労使双方にとってプラスなものとなるよう、働き方改革の推進の観点にも配意して行うこと
が有益であり、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良
質なテレワークとすることが求められる。
・テレワークを推進するなかで、従来の業務遂行の方法や労務管理の在り方等について改
めて見直しを行うことも、生産性の向上に資する。
・テレワークを円滑かつ適切に、制度として導入し、実施するに当たっては、導入目的、対
象業務、申請等の手続、費用負担等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、
ルールを定めておくことが重要。

・既存業務の見直し・点検
不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化等が有効である。
・円滑なコミュニケーション
労働者や企業の状況に応じた適切なコミュニケーションを促進するための取組を行うこと
が望ましい。
・グループ企業単位等での実施の検討
企業のトップや経営層がテレワークの必要性を十分に理解し、方針を示すなど企業全体
として取り組む必要がある。

・テレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で、対応を図る必要があ
る。
・テレワークの対象者を選定するに当たっては、正規雇用労働者、非正規雇用労働者と
いった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう
留意する必要がある。
・在宅での勤務は生活と仕事の線引きが困難になる等の理由から在宅勤務を希望しない
労働者について、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務を利用することも考えられる。
・新入社員、中途採用の社員及び異動直後の社員は、業務を円滑に進める観点から、
コミュニケーションの円滑化に特段の配慮をすることが望ましい。

・一般にテレワークを実施することが難しいと考えられる業種・職種であっても個別の業務に
よっては実施できる場合があり、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用な場合が
ある。テレワークに向かないと安易に結論づけるのではなく、管理者側の意識を変える
ことや、業務遂行の方法の見直しを検討することが望ましい。

３ テレワークの導入に際しての留意点

（１）テレワークの推進に当たって

（２）テレワークの対象業務

（３）テレワークの対象者等

（４）導入に当たっての望ましい取組

－ 2 －
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・テレワークは、非対面の働き方であるため、個々の労働者の業務遂行状況や、成果を生み
出す過程で発揮される能力を把握しづらい側面があるとの指摘があるが、人事評価は、企業
が労働者に対してどのような働きを求め、どう処遇に反映するかといった観点から、企業がその
手法を工夫して、適切に実施することが基本である。
・例えば、上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくとともに、評
価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会
を柔軟に設けることが望ましい。
・人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評
価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。
・テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜（以下「時間外等」とい
う。）のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な
人事評価とはいえない。
・テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者
を高く評価すること等も、労働者がテレワークを行おうとすることの妨げになるものであり、適切
な人事評価とはいえない。

・テレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない。
・個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であ
るため、労使のどちらがどのように負担するか、使用者が負担する場合における限度額、
労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法等については、あらかじめ労使で十
分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等において規定しておく
ことが望ましい。
・特に、労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合には、当
該事項について就業規則に規定しなければならない。（労働基準法第89条第５号）
・在宅勤務に伴い、労働者個人が契約した電話回線等を用いて業務を行わせる場合、通
話料、インターネット利用料などの通信費が増加する場合や、労働者の自宅の電気料金
等が増加する場合、実際の費用のうち業務に要した実費の金額を在宅勤務の実態を踏
まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。
※ 費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁が作成したFAQを参照

４

（１）テレワークにおける人事評価制度

（２）テレワークに要する費用負担の取扱い

（３）テレワーク状況下における人材育成・（４）テレワークを効果的に実施するための人材育成

労務管理上の留意点

－ 3 －

・テレワークを推進する上で、社内教育等についてもオンラインで実施することも有効。
・テレワークの特性を踏まえると、自律的に業務を遂行できることがテレワークの効果的な
実施に適しており、企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方
の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい。
・併せて、管理者による適切なマネジメントが行われることが重要であり、テレワークを実施
する際にも適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り
組むことも望ましい。 - 3 -



ア 通常の労働時間制度及び変形労働時間制

あらかじめ就業規則に定めておくことによって、テレワークを行う際に労働者が始業及び終
業の時刻を変更することができるようにすることが可能である。
イ フレックスタイム制

労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあるものであ
り、フレックスタイム制を活用することによって、労働者の仕事と生活の調和に最大限資す
ることが可能となる。
ウ 事業場外みなし労働時間制

テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする労働者にとって、柔軟にテレワークを行
うことが可能となる。

５

（１）労働基準関係法令の適用

（１）労働基準法に定められた様々な労働時間制度

テレワークのルールの策定と周知

－ 4 －

・労働基準法上の労働者については、テレワークを行う場合においても、労働基準法、最

低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適

用される。

（２）就業規則の整備

・テレワークを円滑に実施するためには、使用者は労使で協議して策定したテレワークの
ルールを就業規則に定め、労働者に適切に周知することが望ましい。
・テレワークを行う場所について、労働者の都合に合わせて柔軟に選択することができる場
合には、使用者の許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」においてテレワーク
が可能である旨を定めておくことが考えられる。

（３）労働条件の明示・（４）労働条件の変更

・使用者は、労働契約を締結する際、労働者に対し、就労の開始日からテレワークを行わ
せることとする場合には、就業の場所として（２）の「使用者が許可する場所」も含め、テ
レワークを行う場所を明示する必要がある。
・労働契約や就業規則において定められている勤務場所や業務遂行方法の範囲を超え
て使用者が労働者にテレワークを行わせる場合には、原則として、労働者本人の合意を
得た上での労働契約の変更が必要であることに留意する必要がある。

様々な労働時間制度の活用６

（２）労働時間の柔軟な取扱い

・労働基準法には様々な労働時間制度が定められており、全ての労働時間制度でテレ
ワークが実施可能であり、テレワーク導入前に採用している労働時間制度を維持したまま
テレワークを行うこと、テレワークを実施しやすくするために労働時間制度を変更する場合に
は、各々の制度の導入要件に合わせて変更することが可能である。
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・テレワークにおいて、次の①②をいずれも満たす場合には、制度を適用することができる。
（参考）
事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定することが困難なときに適用される制度。

事業場外みなし労働時間制（詳細）

－ 5 －

① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととさ
れていないこと

＝以下の場合については、いずれも①を満たすと認められ、情報通信機器を労働者が所
持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。

 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合

 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて
行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミン
グを労働者が判断することができる場合

 会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミ
ングについて労働者において判断できる場合

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと

＝以下の場合については②を満たすと認められる。

 使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、１日のスケ
ジュール（作業内容とそれを行う時間等）をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時
期、方法等を具体的に特定するものではない場合

７ テレワークにおける労働時間管理の工夫

（１）テレワークにおける労働時間管理の考え方

・テレワークの場合における労働時間の管理については、テレワークが本来のオフィス以外の
場所で行われるため使用者による現認ができないなど、労働時間の把握に工夫が必要と
なると考えられる。
・一方で、労働時間管理についても情報通信技術を活用して行うこととする等によって、労
務管理を円滑に行うことも可能となる。
・使用者がテレワークの場合における労働時間の管理方法をあらかじめ明確にしておくこ
とにより、労働者が安心してテレワークを行うことができるようにするとともに、使用者にとって
も労務管理や業務管理を的確に行うことができるようにすることが望ましい。

（３）業務の性質等に基づく労働時間制度

・裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度は、業務遂行の方法、時間等について労働

者の自由な選択に委ねることを可能とする制度である。これらの制度の対象労働者につ

いて、テレワークの実施を認めていくことにより、労働する場所についても労働者の自由な

選択に委ねていくことが考えられる。
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ア 客観的な記録による把握

・適正把握ガイドラインにおいては、使用者が労働時間を把握する原則的な方法とし
て、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時
刻を確認すること等が挙げられている。
・情報通信機器やサテライトオフィスを使用しており、その記録が労働者の始業及び終業
の時刻を反映している場合には、客観性を確保しつつ、労務管理を簡便に行う方法と
して、次の対応が考えられる。

－ 6 －

イ 労働者の自己申告による把握

・テレワークにおいて、情報通信機器を使用していたとしても、その使用時間の記録が
労働者の始業及び終業の時刻を反映できないような場合も考えられる。
・このような場合に、労働者の自己申告により労働時間を把握することが考えられるが、
その場合、使用者は以下のような措置等を講ずる必要がある。

（２）テレワークにおける労働時間の把握

 労働者がテレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等により、労働時間を把握
すること

 使用者が労働者の入退場の記録を把握することができるサテライトオフィスにおいてテレワークを
行う場合には、サテライトオフィスへの入退場の記録等により労働時間を把握すること

・労働者の自己申告により労働時間を簡便に把握する方法としては、例えば１日の終
業時に、始業時刻及び終業時刻をメール等にて報告させるといった方法を用いることが
考えられる。

 労働者に対して労働時間の実態を記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な
説明を行うことや、実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用等に
ついて十分な説明を行うこと

 労働者からの自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かに
ついて、パソコンの使用状況など客観的な事実と、自己申告された始業・終業時刻との間に
著しい乖離があることを把握した場合には、所要の労働時間の補正をすること

 自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設けるなど、労働者による労働時間の適正
な申告を阻害する措置を講じてはならないこと

・テレワークにおける労働時間の把握については、「労働時間の適正な把握のために使用
者が講ずべき措置に関するガイドライン」（以下「適正把握ガイドライン」という。）も踏
まえた使用者の対応として、次の方法によることが考えられる。
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ア 中抜け時間

・テレワークに際しては、一定程度労働者が業務から離れる時間が生じることが考えられる。
・このような中抜け時間については、労働基準法上、使用者は把握することとしても、把握
せずに始業及び終業の時刻のみを把握することとしても、いずれでもよい。
・中抜け時間を把握する場合、その方法として、例えば一日の終業時に、労働者から報告
させることが考えられる。
・中抜け時間の取扱いとしては例えば以下のような取扱いが考えられる。

－ 7 －

ウ 休憩時間の取扱い

・テレワークを行う労働者について、労使協定により、一斉付与の原則を適用除外とする
ことが可能である。

イ 勤務時間の一部についてテレワークを行う際の移動時間

・勤務時間の一部についてテレワークを行う場合が考えられるが、こうした場合の就業場
所間の移動時間について、労働者による自由利用が保障されている時間については、
休憩時間として取り扱うことが考えられる。
・一方で、例えば、テレワーク中の労働者に対して、使用者が具体的な業務のために急
きょオフィスへの出勤を求めた場合など、使用者が労働者に対し業務に従事するために
必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合の移動
時間は、労働時間に該当する。

（４）テレワークに特有の事象の取扱い

 中抜け時間を把握する場合には、休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、時間単位の
年次有給休暇として取り扱う

 中抜け時間を把握しない場合には、始業及び終業の時刻の間の時間について、休憩時間を除き
労働時間として取り扱う

エ 時間外・休日労働の労働時間管理

・テレワークの場合においても、使用者は時間外・休日労働をさせる場合には、三六協
定の締結、届出や割増賃金の支払が必要となり、深夜に労働させる場合には、深夜
労働に係る割増賃金の支払が必要である。
・このため、使用者は、労働者の労働時間の状況を適切に把握し、必要に応じて労働
時間や業務内容等について見直すことが望ましい。

（３）労働時間制度ごとの留意点

 フレックスタイム制が適用される場合には、使用者は労働者の労働時間については、適切に把握する
こと

 事業場外みなし労働時間制が適用される場合には、必要に応じて、実態に合ったみなし時間となっ
ているか労使で確認し、使用者はその結果に応じて業務量等を見直すこと

 裁量労働制が適用される場合には、必要に応じて、業務量が過大又は期限の設定が不適切で労
働者から時間配分の決定に関する裁量が事実上失われていないか、みなし時間と当該業務の遂行
に必要とされる時間とに乖離がないか等について労使で確認し、使用者はその結果に応じて業務量
等を見直すこと

・テレワークの場合においても、労働時間の把握に関して、次のような点に留意することが
必要である。
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・テレワークについては、業務の効率化に伴い、時間外労働の削減につながるというメリットが
期待される一方で、労働者が使用者と離れた場所で勤務をするため相対的に使用者の管
理の程度が弱くなる等のおそれがあることに留意する必要がある。
・このような点に鑑み長時間労働による健康障害防止を図ることや、労働者のワークライフバ
ランスの確保に配慮することが求められている。
・テレワークにおける長時間労働等を防ぐ手法としては、以下のような手法が考えられる。

－ 8 －

・役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずる
こと等が有効である。
・電話等での方法によるものも含め、時間外等における業務の指示や報告の在り方
について、各事業場の実情に応じ、使用者がルールを設けることも考えられる。

・外部のパソコン等から所定外深夜・休日は事前に許可を得ない限りアクセスできな
いよう使用者が設定することが有効である。

・通常のオフィス勤務の場合と同様に、業務の効率化やワークライフバランスの実現の
観点からテレワークを導入する場合にも、その趣旨を踏まえ、労使の合意により、時
間外等の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ使用者が設定することも有効
である。
・労使双方において、テレワークの趣旨を十分に共有するとともに、時間外等の労働
を行う場合の手続等を就業規則等に明記しておくことや、テレワークを行う労働者に
対して、書面等により明示しておくことが有効である。

・テレワークにより長時間労働が生じるおそれのある労働者や、休日・所定外深夜労
働が生じた労働者に対して、使用者が注意喚起を行うことが有効である。
・具体的には、管理者が労働時間の記録を踏まえて行う方法や、労務管理システム
を活用して対象者に自動で警告を表示するような方法が考えられる。

・勤務間インターバル制度はテレワークにおいても長時間労働を抑制するための手段
の一つとして考えられ、この制度を利用することも考えられる。

（ア） メール送付の抑制等

（イ） システムへのアクセス制限

（ウ） 時間外・休日・所定外深夜労働についての手続

（エ） 長時間労働等を行う労働者への注意喚起

（オ） その他

オ 長時間労働対策
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・事業者は、労働者がテレワークを初めて実施するときは、上記の
チェックリストを活用する等により、（１）から（３）までが適切
に実施されることを労使で確認した上で、作業を行わせることが重
要である。
・また、事業者による取組が継続的に実施されていること及び自宅
等の作業環境が適切に維持されていることを、上記のチェックリス
トを活用する等により、定期的に確認することが望ましい。

・テレワークを行う作業場が、労働者の自宅等事業者が業務のために提供している作業
場以外である場合には、事務所衛生基準規則等は一般には適用されないが、これらの
衛生基準と同等の作業環境となるよう、事業者はテレワークを行う労働者に教育・助言
等を行い、「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリ
スト（労働者用）」を活用すること等により、自宅等の作業環境に関する状況の報告
を求めるとともに、必要な場合には、労使が協力して改善を図る又はサテライトオフィス
等の活用を検討することが重要である。

・労働安全衛生法等の関係法令等においては、安全衛生管理体制を確立し、職場にお
ける労働者の安全と健康を確保するために必要となる具体的な措置を講ずることを事業
者に求めており、自宅等においてテレワークを実施する場合においても、事業者は、これ
ら関係法令等に基づき、労働者の安全と健康の確保のための措置を講ずる必要があ
る。
・労働者を雇い入れたとき（雇入れ後にテレワークの実施が予定されているとき）又は労
働者の作業内容を変更し、テレワークを初めて行わせるときは、テレワーク作業時の安全
衛生に関する事項を含む安全衛生教育を行うことが重要である。

８ テレワークにおける安全衛生の確保

（２）自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策の留意点

－ 9 －

・テレワークでは、労働者が上司等とコミュニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心
身の変調に気づきにくいという状況となる場合が多い。
・このような状況のもと、円滑にテレワークを行うためには、「テレワークを行う労働者の安全
衛生を確保するためのチェックリスト（事業者用）」を活用する等により、健康相談体
制の整備や、コミュニケーションの活性化のための措置を実施することが望ましい。
・また、労働者の心の健康の保持増進のための指針に規定されている「心の健康づくり計
画」の策定に当たっては、テレワークにより生じやすい状況を念頭に置いたメンタルヘルス対
策についても記載し、計画的に取り組むことが望ましい。

（１）安全衛生関係法令の適用

（３）自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意点

チェックリストはこちら

（４）事業者が実施すべき管理に関する事項
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・労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークに
おける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となる。

・使用者は、情報通信機器の使用状況などの客観的な記録や労働者から申告さ
れた時間の記録を適切に保存するとともに、労働者が負傷した場合の災害
発生状況等について、使用者や医療機関等が正確に把握できるよう、当該
状況等を可能な限り記録しておくことを労働者に対して周知することが望
ましい。

・事業主は、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等
（以下「ハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講
じることが義務づけられており、テレワークの際にも、オフィスに出勤す
る働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針に基づき、ハラスメントを
行ってはならない旨を労働者に周知啓発する等、ハラスメントの防止対策
を十分に講じる必要がある。

９ テレワークにおける労働災害の補償

－ 10 －

・情報セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレワークの対象外と判断
するのではなく、関連技術の進展状況等を踏まえ、解決方法の検討を行う
ことや業務毎に個別に判断することが望ましい。また、総務省が作成して
いる「テレワークセキュリティガイドライン」等を活用した対策の実施や
労働者への教育等を行うことが望ましい。

10 テレワークの際のハラスメントへの対応

11 テレワークの際のセキュリティへの対応
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ガイドライン（本体）

－ 11 －
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－ 12 －
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－ 13 －
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－ 14 －

- 14 -



－ 15 －
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－ 16 －
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－ 17 －
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－ 18 －
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－ 19 －
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－ 20 －
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法定事項

1 安全衛生管理体制について

（１） 衛生管理者等の選任、安全・衛生委員会等の開催

□ ◎

□ ◎

□

□

（２） 健康相談体制の整備

□

□

□

２ 安全衛生教育について

（１） 雇入れ時の安全衛生教育

□ ◎

（２） 作業内容変更時教育

□

（３） テレワーク中の労働者に対する安全衛生教育

□

３ 作業環境

（１） サテライトオフィス型

□ ◎

（２） 自宅

□

（３） その他（モバイル勤務等）

□

テレワークを初めて行わせる労働者に対し、作業内容変更時の安全衛生教育を実施し、テレワーク作業時の安
全衛生や健康確保に関する事項を教育しているか。

※ 作業内容に大幅な変更が生じる場合には、必ず実施してください。

１ このチェックリストは、労働者にテレワークを実施させる事業者が安全衛生上、留意すべき事項を確認する
際に活用いただくことを目的としています。

２ 労働者が安全かつ健康にテレワークを実施する上で重要な事項ですので、全ての項目に☑が付くように努め
てください。

３ 「法定事項」の欄に「◎」が付されている項目については、労働安全衛生関係法令上、事業者に実施が義務
付けられている事項ですので、不十分な点があれば改善を図ってください。

４ 適切な取組が継続的に実施されるよう、このチェックリストを用いた確認を定期的（半年に１回程度）に実
施し、その結果を衛生委員会等に報告してください。

すべての項目について確認し、当てはまるものに ☑ を付けてください。

項 目

業種や事業場規模に応じ、必要な管理者等の選任、安全・衛生委員会等が開催されているか。

常時使用する労働者数に基づく事業場規模の判断は、テレワーク中の労働者も含めて行っているか。

衛生管理者等による管理や、安全・衛生委員会等における調査審議は、テレワークが通常の勤務とは異なる点
に留意の上、行っているか。

自宅等における安全衛生上の問題（作業環境の大きな変化や労働者の心身の健康に生じた問題など）を衛生管
理者等が把握するための方法をあらかじめ定めているか。

健康相談を行うことができる体制を整備し、相談窓口や担当者の連絡先を労働者に周知しているか。

健康相談の体制整備については、オンラインなどテレワーク中の労働者が相談しやすい方法で行うことができ
るよう配慮しているか。

上司等が労働者の心身の状況やその変化を的確に把握できるような取組を行っているか（定期的なオンライン
面談、会話を伴う方法による日常的な業務指示等）

雇入れ時にテレワークを行わせることが想定されている場合には、雇入れ時の安全衛生教育にテレワーク作業
時の安全衛生や健康確保に関する事項を含めているか。

テレワーク中の労働者に対してオンラインで安全衛生教育を実施する場合には、令和３年１月25日付け基安安
発0125第２号、基安労発0125第１号、基安化発0125第１号「インターネット等を介したｅラーニング等
により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」に準じた内容としているか。

労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則の衛生基準と同等の作業環境となっていることを確認した上でサテラ
イトオフィス等のテレワーク用の作業場を選定しているか。

別添２のチェックリスト（労働者用）を参考に労働者に自宅の作業環境を確認させ、問題がある場合には労使
が協力して改善に取り組んでいるか。また、改善が困難な場合には適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる
場所で作業を行うことができるよう配慮しているか。

別添２のチェックリスト（労働者用）を参考に適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる場所を選定するよう
労働者に周知しているか。

（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】
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法定事項項 目

４ 健康確保対策について

（１） 健康診断

□ ◎

□ ◎

□

（２） 長時間労働者に対する医師の面接指導

□ ◎

□ ◎

□ ◎

□ ◎

（３） その他（健康保持増進）

□

□

５ メンタルヘルス対策 ※ 項目 1(２) 及び 6(1) もメンタルヘルス対策の一環として取り組んでください。

（１） ストレスチェック

□ ◎

□

□

（２） 心の健康づくり

□

６ その他

（１） コミュニケーションの活性化

□

（２） 緊急連絡体制

□

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健
指導を実施しているか。

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。
（労働者が健診機関を選択できるようにする等）

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対し
て状況を通知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施
しているか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、
医師に事業場や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施してい
るか。なお、面接指導を実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１
項、第66条の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面
接指導の実施について」（令和２年11月19日最終改正）を参照。

災害発生時や業務上の緊急事態が発生した場合の連絡体制を構築し、テレワークを行う労働者に周知している
か。

※ ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なる
ことに留意した上で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

ストレスチェックを定期的に実施し、結果を労働者に通知しているか。また、希望者の申し出があった場合に
面接指導を実施しているか。（労働者数50人未満の場合は努力義務）
※面接指導をオンラインで実施する場合には、４（２）４ポツ目についても確認。

テレワーク中の労働者が時期を逸することなく、ストレスチェックや面接指導を受けることができるよう、配
慮しているか。（メールやオンラインによる実施等）

ストレスチェック結果の集団分析は、テレワークが通常の勤務と異なることに留意した上で行っているか。

メンタルヘルス指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なることに留意した上で策定され、当該
計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

同僚とのコミュニケーション、日常的な業務相談や業務指導等を円滑に行うための取組がなされているか。
（定期的・日常的なオンラインミーティングの実施等）

R３.3.25版

記 入 日 ：令和 年 月 日

記入者職氏名：
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1 作業場所やその周辺の状況について

□

【観点】
・作業の際に手足を伸ばせる空間があるか。
・静的筋緊張や長時間の拘束姿勢、上肢の反復作業などに伴う疲労やストレスの解消のために、体操やストレッチを適切に行う
ことができる空間があるか。
・物が密集している等、窮屈に感じないか。

□

【観点】
・眼、肩、腕、腰に負担がかからないような無理のない姿勢で作業を行うことができるか。

□

【観点】
・つまづく恐れのある障害物、畳やカーペットの継ぎ目、電源コード等はないか。
・床に書類が散らばっていないか。
・作業場所やその周辺について、すべり等の危険のない、安全な状態としているか。

□

【観点】
・電気コード、プラグ、コンセント、配電盤は良好な状態にあるか。配線が損傷している箇所はないか。
・地震の際などに物の落下や家具の転倒が起こらないよう、必要な措置を講じているか。

２ 作業環境の明るさや温度等について

□

【観点】
・室の照明で不十分な場合は、卓上照明等を用いて適切な明るさにしているか。
・作業に使用する書類を支障なく読むことができるか。
・光源から受けるギラギラしたまぶしさ（グレア）を防止するためにディスプレイの設置位置などを工夫しているか。

□

□

【観点】
・エアコンは故障していないか。
・窓は開放することができるか。

□

□

【観点】
・テレビ会議等の音声が聞き取れるか。
・騒音等により著しく集中力を欠くようなことがないか。

３ 休憩等について

□

4 その他

□

（２） 作業の際に、窓の開閉や換気設備の活用により、空気の入れ換えを行っているか。

（３） 作業に適した温湿度への調整のために、冷房、暖房、通風等の適当な措置を講ずることができるか。

（５） 作業に支障を及ぼすような騒音等がない状況となっているか。

（１） 作業中に、水分補給、休憩（トイレ含む）を行う事ができる環境となっているか。

※ ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。

（４） 石油ストーブなどの燃焼器具を使用する時は、適切に換気・点検を行っているか。

（１） 自宅の作業環境に大きな変化が生じた場合や心身の健康に問題を感じた場合に相談する窓口
や担当者の連絡先は把握しているか。

（１） 作業を行うのに支障ない十分な明るさがあるか。

１ このチェックリストは、自宅等においてテレワークを行う際の作業環境について、テレワークを行う労働
者本人が確認する際に活用いただくことを目的としています。

２ 確認した結果、すべての項目に☑が付くように、不十分な点があれば事業者と話し合って改善を図るなどに
より、適切な環境下でテレワークを行うようにしましょう。

すべての項目について【観点】を参考にしながら作業環境を確認し、当てはまるものに☑ を付けてください。

（１） 作業等を行うのに十分な空間が確保されているか。

（２） 無理のない姿勢で作業ができるように、机、椅子や、ディスプレイ、キーボード、マウス等
について適切に配置しているか。

（３） 作業中に転倒することがないよう整理整頓されているか。

（４） その他事故を防止するための措置は講じられているか。

（別紙２）自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】

記 入 日 ：令和 年 月 日

記入者職氏名：

R３.3.25版

1 / 1 ページ
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②目標達成助成①機器等導入助成

人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内

良質なテレワークを新規導入し、実施するこ とによ り 、
労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる

中小企業事業主を支援します！

中小企業事業主の皆さまへ

助成対象となる取組

① 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
② 外部専門家によるコンサルティング
③ テレワーク用通信機器の導入・運用
④ 労務管理担当者に対する研修
⑤ 労働者に対する研修

助成対象となる取組の
実施期間

テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
※機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して７か月以内に実施

評価期間

機器等導入助成
計画認定日から起算して６か月以内の連続する３か月
※評価期間の始期は事業主が設定

目標達成助成
評価期間（機器等導入助成）の初日から１年を経過した
日から起算した３か月間

支 給 要 件 支 給 要 件

 新たに、テレワークに関する制度を規定した労働協
約または就業規則を整備すること。

 テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成
の支給申請日までに、助成対象となる取組を１つ以
上行うこと。

 評価期間（機器等導入助成）における、テレワーク
に取り組む者として事業主が指定した対象労働者の
テレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。

 評価期間（機器等導入助成）に１回以上対
象労働者全員がテレワークを実施する 又は

 評価期間（機器等導入助成）に対象労働者
がテレワークを実施した回数の週平均を１回以
上とする

 評価期間後１年間の離職率が、計画提出前１年
間の離職率以下であること。

 評価期間後１年間の離職率が30％以下であること。

 評価期間（目標達成助成）に、１回以上テレワー
クを実施した労働者数が、評価期間（機器等導入
助成）初日から１年を経過した日における事業所
の労働者数に、計画認定時点における事業所の労
働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせ
た人数以上であること。

支 給 額 支 給 額

支給対象経費の30％
※以下のいずれか低い方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

支給対象経費の20％ 〈35%〉
※以下いずれか低い方の金額が上限額
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

※〈〉内は生産性要件を満たした場合に適用

ご利用の流れ等については裏面をご確認ください。
 使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことのできる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくことができるよう、

厚生労働省では「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を策定しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

 テレワークの導入に当たっては、セキュリティへの配慮も必要です。テレワークセキュリティガイドライン（総務省）などもご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/index.htm

支給額等は次のとおりです。詳細は支給要領等をご確認ください。
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②目標達成助成に係る支給申請

テレワーク実施計画の作成・提出

 提出期限までに、事業主の主たる事業所（通常は本社）の
所在地を管轄する都道府県労働局（以下「管轄労働局」とい
う。）へ提出

1

認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、テレワークを可能とする取組（※）を実施

2 評価期間（機器等導入助成）においてテレワークを実施

 計画認定日以降、以下３の支給申請日までに、取組の実施（機器購入の場合は納品）・支払を終えることが必要。
 計画認定日から起算して６か月間を経過する日までの期間内において、事業主が連続する３か月間を「評価期間

（機器等導入助成）」として設定し、テレワークに取り組む（評価期間の始期は事業主が設定）。

①機器等導入助成に係る支給申請

3
 上記２の実施後、計画認定日から起算して７か月以内に、管

轄労働局へ支給申請書を提出
 テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定することが

必要
 上記２の評価期間（機器等導入助成）において、前頁のテ

レワーク実績基準を満たすことが必要

助成金の支給

支給対象経費の

30％
※以下いずれか低い方が上限
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

5
 上記４の評価期間（目標達成助成）の終了日の翌日から

起算して１か月が経過する日までに、管轄労働局へ支給申請
書を提出

 前頁の離職率目標を満たすことが必要
 上記４の評価期間（目標達成助成）において、前頁のテレ

ワーク実績基準を満たすことが必要

助成金の支給

支給対象経費の

20％ 〈35%〉
※以下いずれか低い方が上限
・100万円 又は
・20万円×対象労働者数

評価期間（目標達成助成）においてテレワークを実施
4

 上記２の評価期間（機器等導入助成）の初日から１年を経過した日から起算した３か月間（評価期間（目標
達成助成））において、テレワークを実施。

※〈〉内は生産性要件を満たした場合に適用

厚生労働省 栃木労働局 雇用環境・均等室

ご 利 用 の 流 れ

助成金の詳細・問合せ先

助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、厚生労働省
ＨＰをご確認いただくか、栃木労働局雇用環境・均等室（028）
633-2795 へお問い合わせください。

人材確保等支援助成金 検 索

※支給対象となる取組（カッコ内の数字は上限額）

 就業規則・労使協定等の作成・変更（10万円）

 労務管理担当者に対する研修（10万円）

 労働者に対する研修（10万円）

 外部専門家によるコンサルティング（30万円）

 ネットワーク機器（15万円）
 サーバ機器（50万円）
 NAS機器（10万円）
 セキュリティ機器（30万円）
 ウェブ会議関係機器（１万円／対象労働者１人）
 サテライトオフィス利用料（30万円）

対象となる取組の詳細については厚労省ＨＰをご確認いただくか、
最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へお問い合わせください。

 テレワーク用通信機器の導入・運用

管轄労働局が
テレワーク実施計画を

認定

厚労省HPへは
こちらのQRコードからも
アクセス可能です。
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テレワークを有効に活用しましょう
～新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施～

テレワークの活用

「テレワーク」とは、インターネットなどのICTを活用し自宅などで仕事を
する、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも、有効な働き方です。

テレワークの効果

企業のメリット

■非常時に感染リスクを抑えつつ、事業の継続が可能
■労働者の通勤負担の軽減が図れる
■優秀な人材の確保や、雇用継続につながった
■資料の電子化や業務改善の機会となった

労働者のメリット

■通勤の負担がなくなった
■外出しなくて済むようになった
■家族と過ごす時間や趣味の時間が増えた
■集中力が増して、仕事の効率が良くなった

テレワーク実施までの流れ

実
施
に
向
け
て
の
検
討

（
業
務
・
対
象
者
・
費
用
負
担
）

②
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テ
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2１ 3 4

事業主、企業の労務担当者の皆さまへ
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出典：「テレワークではじめる働き方改革
テレワークの導入・運用ガイドブック」

出典：「テレワーク導入のための
労務管理等Q＆A集」

■会社のパソコン(PC)を社外に持ち出す場合には、PCの盗難や紛失による情報漏洩の
リスクがあることから、セキュリティ対策のなされたPCやシンクライアントパソコン
を貸与するなどの工夫が必要です。

■また、自宅のPCを使って業務を行う場合には、ウイルス対策ソフトや最新アップデー
トの適用などのセキュリティ対策が適切に行われているかを確認する必要があります。

■その他、総務省においてテレワークセキュリティに関するガイドラインやチェックリ
ストが公開されていますので、ご活用ください。

■対象作業の選定は、「業務単位」で整理することがポイント。
■テレワークでは難しいと思われる業務についても、緊急事態宣言を受けて、一旦
やってみたら意外にできることがわかったというケースも多い。

■仕事のやり方を工夫することで一気に進む場合も。

実施に向けての検討(業務の切り出し・対象者の選定・費用負担)１

業務の切り出し

対象者の選定

■業務命令として在宅勤務を命じる場合には、業務内容だけでなく、本人の希望も勘案
しつつ、決定しましょう。

■正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由として対象者から
除外することがないようにしましょう。
（※）正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、パートタイム・

有期雇用労働法、労働者派遣法により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワーク
の対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。

費用負担

■労働者に過度の負担が生じることは望ましくありません。費用負担については
トラブルになりやすいので、労使でよく話し合うことが必要です。

セキュリティのチェック２

通信回線の使用料等は個人使用と業務使
用との切り分けが困難であるため、一定
額を会社負担としている例も見られる
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• 労働時間を適正に把握・管理し、長時間労働を防ぐためにも、労働者の労働日ごとの始業・終
業時刻を確認し、記録しましょう。

• 通常の労働時間制、フレックスタイム制のほかに、労働者が事業場外で業務に従事した場合で
労働時間を算定することが困難なときには事業場外みなし労働時間制なども活用できます。

• 中抜け時間の取扱いや、時間外・休日・所定外深夜の労働を行う場合のルールを労使でよく話
し合い就業規則等で定めておくことが重要です。

• テレワークを行う労働者について特別の取扱いを行う場合は、よく確認しましょう。
• 新規で採用する場合には、就業場所などについて労働条件の明示が必要です。
• 事業主はテレワークの際にも、関係法令・関係指針に基づき、ハラスメントの防止対策を適切に

講じる必要があります。

以下をふまえ、労働者が作業しやすい環境で作業するよう、労働者にアドバイスしましょう。

温度・湿度
適度な温度・湿度の
部屋で作業しましょう

照明
明るいところで作業しましょう

窓
こまめに換気しましょう

その他
適度な休憩・
ストレッチなど

机・椅子
作業中の姿勢に
気を付けましょう

ルールの確認（労務管理）３

在宅勤務などのテレワーク時にも、労働基準法などの労働法令を遵守することが必要
です。テレワーク時の労務管理について確認し、ルールを定めましょう。
詳しくは「テレワーク実施のための参考資料(p.4)」をご参照ください。

労働時間

業績評価、人事管理、ハラスメントへの対応

作業環境のチェック４

労働時間

■電子メール
・使い慣れている
・業務の報告を同時に行いやすい
・担当部署も一括で記録を共有できる

■電話
・使い慣れている
・時間がかからない
・コミュニケーションの時間が取れる

■勤怠管理ツール
・電子メール通知しなくてよい
・大人数を管理しやすい
・担当部署も記録を共有できる

■勤怠管理システム
(仮想オフィス、グループウェア等）

・個別に報告する手間がかからない

【労働時間管理方法の一例】

• テレワーク中に孤独や不安を感じることがあります。オンライン会議などを活用して、上司・
部下や同僚とコミュニケーションをとるようにしましょう。

• なお、業務中の傷病は労災の対象になります。
• 長時間労働とならないようにしましょう。

安全衛生

新しいテレワークガイドラインには、安全衛生確保のためのチェックリストがありますので、ご活用ください。

チェックリストはこちら→
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テレワーク総合ポータルサイト▶▶ https://telework.mhlw.go.jp/

テレワークではじめる働き方改革

はじめてテレワークを導入する際のハウツーが
書かれた手引き書です。

https://telework.mhlw.go.jp/wp/
wp-content/uploads/2019/12/H28hatarakikatakaikaku.pdf

テレワークの適切な導入及び実施の
推進のためのガイドライン

テレワークにおける適切な労務管理の実施につき、
その留意すべき点を明らかにしたガイドライン。

https://www.mhlw.go.jp/content/000766329.pdf

テ
レ
ワ
ー
ク

導
入
マ
ニ
ュ
ア
ル

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

テレワークセキュリティガイドライン
テレワークのセキュリティに特化した専門マニュアル。

ひと通り押さえておくと安心です。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
cybersecurity/telework/

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰

～輝くテレワーク賞～事例集

テレワークを導入した企業の事例集。
中小企業や、テレワークが難しいと考えられている

企業の事例も掲載。

https://telework.mhlw.go.jp/wp/wp-
content/uploads/2020/12/

e89b1130e11f0af17e2f87c566c261ee.pdf

好
事
例

テレワーク実施のための参考資料・相談先

実施にあたり困った際のご相談先

テレワーク相談センター（テレワーク協会）
電話：０１２０－８６１００９

平日9:00～17:00(祝日、年末年始を除く)
メール：sodan@japan-telework.or.jp

孤独や不安を感じた際のご相談先

電話相談

月・火 17時～22時
土・日 10時～16時
（祝日、年末年始はのぞく）

24時間受付／
１週間以内に返信します

メール相談

働く人の「こころの耳 相談窓口」
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鉄道利用者の皆さま

時差出勤にご協力をお願いします

◆都市鉄道では、皆さまのオフピーク通勤に役立てられ
るよう、混雑状況の情報提供に努めております。

◆ご利用の皆様におかれましては、

につきまして、ご協力をお願いいたします。

なお、国土交通省のHPでは、各鉄道事業者の混雑情報
や感染対策の取り組みを一元化し掲載しておりますので、
ぜひお役立てください。

国土交通省HP→
https://www.mlit.go.jp/tetudo/

tetudo_fr1_000062.html

皆さまに安心してご乗車いただくために
鉄道では、空調装置や窓開けによる換気を行っており

ます。
※ 鉄道総合技術研究所の研究成果によると、通勤型車両において窓を

１０ｃｍ程度開けることでおよそ５～６分で、窓開けと空調装置を
併用することでおよそ２～３分で、車内の空気は入れ替わります。

❶ 混雑時間帯を避けた乗車
❷ マスクを着用する
❸ 会話を控えめにする

- 30 -



- 31 -



- 32 -



テレワーク普及促進関連事業

　テレワークは、ICT（情報通信技術）を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方で

す。

　厚生労働省では、企業等に雇用される労働者が行う、いわゆる雇用型テレワークについて、適正

な労務管理下における良質なテレワークの普及促進のための施策を行っています。 

　テレワークを実施するにあたっての留意事項や参考資料などをわかりやすく、コンパクトにまと

めた「HOW　TO　テレワークリーフレット」や、相談窓口について掲載しております。

　詳しくはこちらをご覧下さい（直下バナーからもご覧になれます）。

雇用・労働

新型コロナウイルス感染症対策のため、テレワークの実施を検討している企業の方や労

働者の方へ

「テレワーク総合ポータルサイト」を開設しました！

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内

テレワーク相談センターのご案内（厚生労働省委託事業）

シンポジウム・セミナーのご案内（厚生労働省委託事業）

テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰（輝くテレワーク賞） 参考

新型コロナウイルス感染症対策のため、テレワーク
の実施を検討している企業の方や労働者の方へ

ページの先頭へ戻る

1/4ページテレワーク普及促進関連事業｜厚生労働省

2021/05/25https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto...
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厚生労働省は、テレワークに関連する情報を一元化して、テレワーク導入を検討する企業やテレ

ワークに関心のある方に、さまざまな情報を提供するため、「テレワーク総合ポータルサイト」を

開設しました。

厚生労働省は、今後この「テレワーク総合ポータルサイト」を通して、テレワークの導入・活用に

向けた一層の支援を行います。

【主な掲載情報】

　・テレワーク全般に関する情報

　・テレワークに関する相談窓口

　・助成金など、導入にあたって利用できる制度

　・テレワークに関連する資料

　・セミナーやイベント情報

　・企業の導入事例紹介など

【アクセスはこちらから】　https://telework.mhlw.go.jp/

　QRコードを読み取っていただくことでもアクセス可能です。

　テレワークにおける適切な労務管理の実施は、テレワークの普及の前提となる重要な要素です。

本ガイドラインでは、労働基準関係法令の適用に関する留意点など、テレワークにおける労務管理

の留意点を示しています。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

「テレワーク総合ポータルサイト」を開設しまし
た！

ページの先頭へ戻る

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガ
イドライン

2/4ページテレワーク普及促進関連事業｜厚生労働省

2021/05/25https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto...
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　良質なテレワークを新規導入し実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点

から効果をあげた中小企業事業主に対し支給する助成金です。

　詳細は以下のホームページよりご確認下さい。

詳細はこちら

　東京都内に設置されたテレワーク相談センターにおいて、テレワーク導入・実施時の労務管理上

の課題等についての質問に応じています。また、テレワークの導入を検討する企業に対して労務管

理等に関する訪問によるコンサルティングを実施しています。

　詳細は以下のホームページよりご確認下さい。

詳細はこちら（受託者ホームページへリンク）

　テレワーク普及に向けた社会的気運の醸成を図るためのシンポジウム、テレワーク実施時の労務

管理上の留意点やテレワーク実施企業による体験談等を内容としたセミナーを開催します。

詳細はこちら（受託者ホームページへリンク）

ページの先頭へ戻る

人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案
内

ページの先頭へ戻る

テレワーク相談センターのご案内（厚生労働省委託
事業）

ページの先頭へ戻る

シンポジウム・セミナーのご案内（厚生労働省委託
事業）

ページの先頭へ戻る

テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰（輝くテレ
ワーク賞）

3/4ページテレワーク普及促進関連事業｜厚生労働省

2021/05/25https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto...
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　テレワークの活用によって労働者のワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果をあげた企業

や団体、個人を表彰します。

詳細はこちら（受託者ホームページへリンク）

リーフレット「テレワークを活用してみませんか」［PDF形式：425KB］

自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備

平成29年度治療と職業生活の両立支援のための実態・ニーズ調査事業報告書［PDF形式：6,552

KB］

在宅勤務についての労働者性の判断について

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ総合戦略本部）

働き方改革実現会議

担当

雇用環境・均等局在宅労働課テレワーク係（内線５３０７）

ページの先頭へ戻る

参考

ページの先頭へ戻る

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要

です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、こちらから

ダウンロードしてください。

4/4ページテレワーク普及促進関連事業｜厚生労働省

2021/05/25https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto...
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テキストボックス
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/telework.html
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